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サ
ロ
ベ
ツ
川
流
域
な
ど
水
害
補
償
施
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
八
三
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

サ
ロ
ベ
ツ
川
流
域
の
治
水
対
策
に
つ
い
て

�

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
水
害
に
よ
る
営
農
の
困
難
性
を
解
決
す
る
た
め
に
、
全
国
各
地
の
農
業
地
域
で
農
地
や
施

設
・
住
宅
の
移
転
補
償
を
行
な
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、
「
な
か
っ
た
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
遊
水
地
の
設
置
に
伴
う
、
地
役
権
の
設
定
に
よ
る
住
宅
な
ど
の
移
転
補
償
も
含
め
て
、
「
な
か
っ
た
」
と
し

て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
遊
水
地
に
伴
う
地
役
権
の
設
定
は
現
在
、
全
国

何
カ
所
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
地
域
名
を
示
さ
れ
た
い
。

�

サ
ロ
ベ
ツ
川
流
域
で
は
、
国
営
総
合
農
地
開
発
事
業
の
一
環
と
し
て
排
水
路
を
掘
削
す
る
こ
と
に
よ
り
、
治
水
対
策
と

し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

サ
ロ
ベ
ツ
川
を
切
り
替
え
、
導
水
路
に
よ
り
モ
サ
ロ
ベ
ツ
川
流
域
の
低
湿
地
に
導
い
て
洪
水
調
節
を
図
る
「
兜
沼
地
区

直
轄
明
渠
事
業
」
（
昭
和
四
十
六
年
〜
五
十
三
年
実
施
）
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
地
元
酪
農
家
の
証
言
に
よ
る
と
、
導

水
路
の
掘
削
当
初
は
一
定
の
治
水
効
果
を
発
揮
し
た
が
、
そ
の
後
、
上
流
部
か
ら
の
土
砂
堆
積
な
ど
を
放
置
し
た
結
果
、

一



豊
富
町
芦
川
・
兜
沼
・
開
源
地
区
に
お
い
て
洪
水
被
害
が
頻
発
し
て
い
る
と
い
う
。
草
地
造
成
と
明
渠
排
水
は
セ
ッ
ト
で

実
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
国
営
総
合
農
地
開
発
事
業
が
水
害
を
助
長
し
て
き
た
も
の
と
言
え
る
。

そ
こ
で
、
同
地
区
の
水
害
の
実
態
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
同
地
区
を
含
む
豊
富
町
内
に
お
け
る
農
地
の
冠
水
被
害
の
原
因
は
何
な
の
か
、
具
体
的
に
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
前
回
答
弁
書
」
の
前
段
に
お
い
て
、
国
営
総
合
農
地
開
発
事
業
に
起
因
し
た
洪
水
被
害
面
積
の
拡
大
は
「
な
か
っ

た
」
と
の
見
解
を
示
し
な
が
ら
、
後
段
（
二
の
�
に
つ
い
て
）
に
な
る
と
、
「
農
用
地
及
び
農
業
用
排
水
路
の
機
能
が
低

下
し
、
湛
水
等
の
被
害
が
発
生
し
て
い
る
」
と
矛
盾
し
た
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。

同
事
業
に
起
因
す
る
洪
水
被
害
の
拡
大
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
「
被
害
実
態
等
の
調
査
」
や
「
排
水
施
設
等
の
改
修

等
」
を
な
ぜ
行
な
う
の
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
農
用
地
及
び
農
業
用
排
水
路
の
機
能
が
低
下
」
し
た

理
由
に
つ
い
て
、
「
泥
炭
土
の
特
質
に
起
因
す
る
地
盤
沈
下
」
と
の
み
答
弁
し
て
い
る
が
、
他
の
要
因
は
な
い
の
か
、
政

府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

水
害
農
地
に
対
す
る
補
償
対
策
に
つ
い
て

�

「
前
回
答
弁
書
」
は
、
農
地
防
災
事
業
に
関
わ
る
調
査
や
手
続
き
の
状
況
を
述
べ
た
だ
け
で
、
昨
年
三
月
五
日
に
被
害

二



住
民
の
代
表
が
要
望
書
を
提
出
し
た
以
降
の
経
緯
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
答
弁
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
前
記
文
書
に
盛

ら
れ
た
要
望
事
項
に
対
し
て
、
農
林
水
産
省
と
し
て
何
ら
協
議
・
検
討
を
し
て
こ
な
か
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
が
、
改
め

て
経
緯
を
示
さ
れ
た
い
。

�

現
在
、
豊
富
町
お
よ
び
稚
内
市
の
酪
農
家
は
「
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
」
の
下
で
、
「
草
地
比
率
の
高
い
地
域

の
草
地
」
の
基
準
を
満
た
す
と
し
て
、
十
ア
ー
ル
当
た
り
千
五
百
円
の
直
接
支
払
い
を
受
け
て
い
る
。

先
の
質
問
主
意
書
は
、
水
害
常
襲
地
帯
に
位
置
す
る
サ
ロ
ベ
ツ
湿
原
周
辺
の
農
地
は
、
営
農
条
件
が
厳
し
く
、
環
境
保

全
上
の
制
約
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
草
地
比
率
の
高
い
地
域
」
と
い
う
基
準
の
み
の
直
接
支
払
い
で
は
不
十
分
、
と
の
観

点
か
ら
政
府
の
見
解
を
質
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
当
該
地
域
が
「
急
傾
斜
地
や
草
地
比
率

が
高
い
こ
と
等
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
農
地
」
と
、
誤
っ
た
現
状
認
識
に
基
づ
い
た
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
農
林
水
産
省
と
し
て
、
現
状
認
識
の
誤
り
を
正
す
意
思
は
あ
る
の
か
。
ま
た
、
現
行
の
「
草
地
比
率
の
高
い

地
域
」
に
上
乗
せ
す
る
形
で
、
当
該
地
域
に
対
す
る
直
接
支
払
い
を
増
額
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

当
該
地
域
に
対
す
る
直
接
支
払
い
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
「
環
境
制
約
地
域
」
を
独
自
に
定
め
る
こ
と
で
条
件
不
利

地
域
支
払
い
を
実
現
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
に
倣
い
、
現
行
制
度
に
類
似
の
シ
ス
テ
ム
を
加
え
る
意
思
は
な
い
か
、
改
め
て

三



政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
前
回
答
弁
書
」
は
、
現
行
の
「
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
」
と
「
酪
農
飼
料
基
盤
拡
大
推
進
事
業
」
を
解
説

し
た
だ
け
で
あ
り
、
湿
地
保
全
と
の
関
連
で
は
何
も
答
弁
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
サ
ロ
ベ
ツ
湿
原
周
辺
で
は
、
「
生
産
性

に
配
慮
し
た
営
農
の
促
進
」
自
体
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

今
後
、
当
該
地
域
に
お
い
て
環
境
保
全
型
農
業
に
取
り
組
も
う
と
す
る
農
家
に
対
す
る
環
境
支
払
い
を
、
政
府
と
し
て

ど
う
推
進
す
る
の
か
、
改
め
て
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
湿
地
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
の
環

境
支
払
い
制
度
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
と
し
て
調
査
・
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
、
類
似
の
制
度
を
日
本
に
導
入
す

る
意
思
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


